
消費者相談室ハイ！
こちら

法
務
・コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
室

（
監
修 

弁
護
士

　三
浦
雅
生
）

第
38
回 

民 

泊

法務の窓口 お客様の満足度向上を目指して

苦
情
事
例
に
学
ぶ

今
回
の
テ
ー
マ
：
営
業
時
間
開
始
前
出
発
の

当
日
取
消
申
出

監
修

　弁護
士

　三浦
雅
生

クレーム対応マニュアル 「たびクレ！！」 のオススメ
JATA会員各社で旅行業務に従事している方 を々対象に、クレーム
対応の研修ツールとしても活用していただける、クレーム対応マニュ
アル「たびクレ！！」発売中です！！
・クレーム対応で必要な基礎、威圧的なクレームの対応策等をイラス
ト入りで解説！
・旅行会社やお客様からよくある66の質問【Ｑ＆Ａ】を項目別に掲載！
クレーム客をリピーターに変えて販売を拡大するツールとしても活用
できるマニュアルで、旅行業界の方々必携の1冊となっております！！　
クレーム対応の研修ツールに、各部署毎に一冊いかがでしょうか。

10部以上ご購入の方には、本誌内容を網羅したPOWER POINTデー
タをサービスいたします。社内研修・説明会等に是非ご活用ください。

【販売価格】 正会員：515円  協力・賛助会員：1,029円 
★JATAホームページ > 会員・旅行業のみなさまへ >右上「資料購入」からお申込いただけます★ 
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か
つ
て
「
田
舎
に
泊
ま
ろ
う
！
」
と
い
う
テ
レ
ビ
番
組
が
あ

り
ま
し
た
。
著
名
人
が
見
知
ら
ぬ
民
家
に
ア
ポ
な
し
で
押
し
か

け
て
民
泊
す
る〝
笑
い
あ
り
涙
あ
り
〞の
楽
し
い
番
組
で
し
た
。

民
泊
と
は
「
家
主
の
好
意
で
タ
ダ
で
泊
め
て
も
ら
う
も
の
」
と

思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
最
近
で
は
、
自
宅
の
一
部
や
空
き
別

荘
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
空
き
室
を
「
宿
泊
サ
ー
ビ
ス
」
と
し
て
、

A
i
r
b
n
b
（
エ
ア
ー
ビ
ー
ア
ン
ド
ビ
ー
）
社
な
ど
が
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
で
仲
介
す
る
ビ
ジ
ネ
ス
が
急
成
長
し
て
い
ま
す
。

　
今
回
は
、
こ
の
「
民
泊
」
に
つ
い
て
整
理
し
ま
す
。

「
民
泊
」
サ
ー
ビ
ス
は
旅
館
業

　

旅
館
業
法
第
2
条
で
は
、「
施
設
を
設
け
、
宿
泊
料
を
受
け

て
、人
を
宿
泊
さ
せ
る
営
業
」
を
旅
館
業
と
定
義
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
施
設
の
構
造
・
設
備
の
違
い
に
着
目
し
、
①
ホ
テ
ル
営

業
、②
旅
館
営
業
、③
簡
易
宿
所
営
業
（
カ
プ
セ
ル
ホ
テ
ル
等
）、

④
下
宿
営
業
の
4
つ
に
分
類
し
、
ま
た
「
宿
泊
」
と
は
寝
具
を

使
用
し
て
こ
れ
ら
の
施
設
を
利
用
す
る
こ
と
と
定
義
し
て
い
ま

す
。
ま
た
衛
生
水
準
の
確
保
や
宿
泊
客
の
安
全
性
の
確
保
と

い
っ
た
観
点
か
ら
、
第
3
条
で
は
旅
館
業
を
営
む
に
は
都
道
府

県
知
事
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
政
令
に
よ

り
客
室
要
件
（
例
え
ば
旅
館
の
場
合
は
客
室
数
は
5
室
以
上
）、

客
室
床
面
積
、
玄
関
帳
場
（
フ
ロ
ン
ト
）
の
設
置
、
換
気
、
入

浴
設
備
等
に
つ
い
て
の
基
準
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
な
お
、

玄
関
帳
場
に
つ
い
て
は
、
簡
易
宿
所
と
後
述
の
農
家
民
宿
に
は

法
令
上
の
基
準
は
な
い
も
の
の
、
条
例
で
基
準
化
し
て
い
る
場

合
も
あ
り
ま
す
。

　

そ
う
す
る
と
、「
民
泊
」
と
し
て
個
人
宅
で
旅
館
業
を
営
も

う
と
す
れ
ば
、
旅
館
業
法
に
基
づ
く
都
道
府
県
知
事
の
許
可
が

必
要
と
い
う
こ
と
な
り
ま
す
が
、
客
室
要
件
や
玄
関
帳
場
要
件

が
課
さ
れ
る
旅
館
営
業
や
ホ
テ
ル
営
業
で
は
ハ
ー
ド
ル
が
高

く
、
ま
た
、
下
宿
営
業
で
は
一
カ
月
以
上
の
期
間
を
単
位
と
す

る
営
業
種
別
か
ら
馴
染
ま
ず
、
現
実
的
に
は
簡
易
宿
所
の
営
業

許
可
を
取
得
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
簡
易
宿
所
で

あ
っ
て
も
客
室
の
延
床
面
積
（
33
㎡
以
上
必
要
）
や
条
例
で
玄

関
帳
場
の
設
置
を
求
め
て
い
る
場
合
に
、
こ
の
許
可
を
取
得
で

き
な
い
個
人
宅
も
出
て
き
ま
す
。
実
際
に
、
無
許
可
で
前
述
の

構
造
設
備
基
準
を
満
た
さ
な
い
客
室
で
営
業
し
た
と
し
て
旅
館

業
法
違
反
で
逮
捕
さ
れ
た
事
例
が
あ
り
ま
す
。

　

一
方
、
農
山
漁
村
で
は
、
農
林
漁
業
体
験
民
宿
業
を
営
む
施

設
の
う
ち
、
農
林
漁
業
者
が
営
む
場
合
に
は
延
床
面
積
の
要
件

を
適
用
除
外
と
す
る
等
、
い
わ
ゆ
る
グ
リ
ー
ン
・
ツ
ー
リ
ズ
ム

等
の
推
進
の
た
め
の
「
農
家
民
宿
」（
平
成
15
年
4
月
運
用
開

始
）
と
い
う
制
度
（
旅
館
業
法
の
一
部
適
用
除
外
）
や
、
年
1

回
（
2
〜
3
日
程
度
）
の
イ
ベ
ン
ト
開
催
時
に
宿
泊
施
設
の
不

足
が
見
込
ま
れ
る
な
ど
、
開
催
地
の
自
治
体
の
要
請
等
に
よ
り

自
宅
を
提
供
す
る
よ
う
な
公
共
性
の
高
い
も
の
に
つ
い
て
は
旅

館
業
の
許
可
を
不
要
と
す
る
「
イ
ベ
ン
ト
民
泊
」（
平
成
27
年

７
月
運
用
開
始
）
と
い
う
制
度
（「
反
復
継
続
性
」
が
な
い
た

め
旅
館
業
法
の
適
用
な
し
）
が
あ
り
ま
す
。

国
家
戦
略
特
区
法
に
よ
る
旅
館
業
法
の
適
用
除
外

（
外
国
人
滞
在
施
設
経
営
事
業
）

　

他
方
、
急
増
す
る
外
国
人
観
光
客
の
宿
泊
需
要
も
あ
り
、
国

家
戦
略
特
別
区
域
法
に
お
い
て
、
東
京
都
、
神
奈
川
県
、
千
葉

県
成
田
市
、
大
阪
府
、
京
都
府
、
兵
庫
県
な
ど
政
令
で
定
め
ら

れ
た
国
家
戦
略
特
区
指
定
区
域
内
に
あ
る
施
設
を
、
条
例
で
定

め
ら
れ
た
期
間
（
７
〜
10
日
）
以
上
、
外
国
人
旅
客
に
提
供
す

る
も
の
に
限
っ
て
、
第
3
条
の
許
可
を
適
用
除
外
と
す
る
制
度

が
平
成
26
年
5
月
に
運
用
開
始
と
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
を
受
け

て
、
大
阪
府
で
は
滞
在
す
る
下
限
日
数
を
定
め
る
条
例
が
昨
年

10
月
に
可
決
さ
れ
、
東
京
都
大
田
区
で
も
条
例
を
制
定
し
て
4

月
の
実
施
を
目
指
す
と
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
こ
れ
を
活
用
す

る
に
は
、
政
令
で
定
め
る
要
件
を
満
た
し
た
う
え
で
、
満
た
し

て
い
る
旨
の
国
家
戦
略
特
区
指
定
区
域
が
あ
る
都
道
府
県
知
事

等
の
認
定
（
特
定
認
定
）
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
の

要
件
に
は
、
居
室
の
床
面
積
、
構
造
、
換
気
、
衛
生
管
理
、
外

国
語
を
用
い
た
施
設
使
用
案
内
等
が
あ
り
、
旅
館
業
法
の
許
可

の
基
準
に
準
じ
た
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。

民
泊
の
あ
り
方
の
議
論

　

こ
の
よ
う
に
例
外
的
な
制
度
は
あ
る
も
の
の
、
訪
日
外
国
人

の
宿
泊
需
要
や
空
き
室
の
有
効
活
用
の
要
請
、
一
方
で
旅
館
業

法
の
違
反
事
例
の
横
行
な
ど
、
民
泊
の
あ
り
方
に
つ
い
て
議
論

さ
れ
て
い
ま
す
。
政
府
は
昨
年
６
月
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
「
規

制
改
革
実
施
計
画
」
に
お
い
て
関
係
省
庁
が
実
態
の
把
握
を

行
っ
た
上
で
、
旅
館
・
ホ
テ
ル
と
の
競
争
条
件
を
含
め
、
幅
広

い
観
点
か
ら
検
討
し
本
年
中
に
結
論
を
得
る
と
し
て
い
ま
す
。

議
論
の
成
り
行
き
が
注
目
さ
れ
ま
す
。　
　
　
　
　
　
（
堀
江
）
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